
◎

予
防
接
種
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）

（
予
防
接
種
の
推
進
を
図
る
た
め
の
指
針
を
定
め
る
疾
病
）

第
一
条

予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

疾
病
は
、
麻
し
ん
、
結
核
及
び
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
す
る
。

（
保
健
所
長
等
の
指
示
）

第
一
条
の
二

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
長
に
対
す
る
保
健
所
長
（
特
別
区
及
び
地
域
保
健
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
一
号

）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
で
定
め
る
市
に
あ
っ
て
は
都
道
府
県
知
事
。
以
下
同
じ
。
）
の
指
示
は
、
予
防
接
種
施
行
の
時
期
、

予
防
接
種
の
対
象
者
の
範
囲
、
予
防
接
種
の
技
術
的
な
実
施
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
と
す
る
。

（
予
防
接
種
の
対
象
者
か
ら
除
か
れ
る
者
）

第
二
条

予
防
接
種
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
九
十
七
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
二
第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
に
規

定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

当
該
予
防
接
種
に
相
当
す
る
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
者
で
当
該
予
防
接
種
を
行
う
必
要
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の

二

明
ら
か
な
発
熱
を
呈
し
て
い
る
者

三

重
篤
な
急
性
疾
患
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
者

四

当
該
疾
病
に
係
る
予
防
接
種
の
接
種
液
の
成
分
に
よ
っ
て
ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー
を
呈
し
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
者

五

麻
し
ん
及
び
風
し
ん
に
係
る
予
防
接
種
の
対
象
者
に
あ
っ
て
は
、
妊
娠
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
者

六

結
核
に
係
る
予
防
接
種
の
対
象
者
に
あ
っ
て
は
、
結
核
そ
の
他
の
疾
病
の
予
防
接
種
、
外
傷
等
に
よ
る
ケ
ロ
イ
ド
の
認
め
ら
れ
る
者
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七

第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
予
防
接
種
を
行
う
こ
と
が
不
適
当
な
状
態
に
あ
る
者

（
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種
の
対
象
者
）

第
二
条
の
二

令
第
一
条
の
二
第
一
項
の
表
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
項
第
二
号

に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
心
臓
、
じ
ん
臓
又

は
呼
吸
器
の
機
能
に
自
己
の
身
辺
の
日
常
生
活
活
動
が
極
度
に
制
限
さ
れ
る
程
度
の
障
害
を
有
す
る
者
及
び
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
り

免
疫
の
機
能
に
日
常
生
活
が
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
程
度
の
障
害
を
有
す
る
者
と
す
る
。

（
長
期
に
わ
た
り
療
養
を
必
要
と
す
る
疾
病
）

第
二
条
の
三

令
第
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

重
症
複
合
免
疫
不
全
症
、
無
ガ
ン
マ
グ
ロ
ブ
リ
ン
血
症
そ
の
他
免
疫
の
機
能
に
支
障
を
生
じ
さ
せ
る
重
篤
な
疾
病

二

白
血
病
、
再
生
不
良
性
貧
血
、
重
症
筋
無
力
症
、
若
年
性
関
節
リ
ウ
マ
チ
、
全
身
性
エ
リ
テ
マ
ト
ー
デ
ス
、
潰
瘍
性
大
腸
炎
、
ネ
フ
ロ
ー

ゼ
症
候
群
そ
の
他
免
疫
の
機
能
を
抑
制
す
る
治
療
を
必
要
と
す
る
重
篤
な
疾
病

三

そ
の
他
の
こ
れ
ら
に
準
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

（
特
別
の
事
情
）

第
二
条
の
四

令
第
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

前
条
に
規
定
す
る
疾
病
に
か
か
っ
た
こ
と
（
こ
れ
に
よ
り
や
む
を
得
ず
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
予
防
接
種
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
場
合
に
限
る
。
）

二

臓
器
の
移
植
術
（
臓
器
の
移
植
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
百
四
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
移
植
術
を
い
う
。
）
を
受
け
た
後
、

免
疫
の
機
能
を
抑
制
す
る
治
療
を
受
け
た
こ
と
（
こ
れ
に
よ
り
や
む
を
得
ず
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
予
防
接
種
を
受
る
こ
と
が
で
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き
な
か
っ
た
場
合
に
限
る
。
）

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
医
学
的
知
見
に
基
づ
き
こ
れ
ら
に
準
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

（
特
定
疾
病
）

第
二
条
の
五

令
第
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
定
疾
病
は
、
ジ
フ
テ
リ
ア
、
百
日
せ
き
、
急
性
灰
白
髄
炎
、
破

傷
風
、
結
核
、
Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
、
肺
炎
球
菌
感
染
症
（
小
児
が
か
か
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
と
し
、
同

項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
年
齢
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
疾
病
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
年
齢
と

す
る
。

特

定

疾

病

年

齢

ジ
フ
テ
リ
ア

十
五
歳
（
予
防
接
種
法
実
施
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
七

号
）
第
九
条
及
び
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
沈
降
精
製
百
日
せ
き
ジ
フ
テ
リ

ア
破
傷
風
不
活
化
ポ
リ
オ
混
合
ワ
ク
チ
ン
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
四

種
混
合
ワ
ク
チ
ン
」
と
い
う
。
）
を
使
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）

百
日
せ
き

十
五
歳
（
予
防
接
種
法
実
施
規
則
第
九
条
及
び
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
四

種
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
使
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）

急
性
灰
白
髄
炎

十
五
歳
（
予
防
接
種
法
実
施
規
則
第
九
条
及
び
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
四

種
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
使
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）

破
傷
風

十
五
歳
（
予
防
接
種
法
実
施
規
則
第
九
条
及
び
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
四

種
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
使
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）

結
核

四
歳
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Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症

十
歳

肺
炎
球
菌
感
染
症
（
小
児
が
か
か
る
も
の
に
限
る
。
）

十
歳

（
予
防
接
種
に
関
す
る
記
録
）

第
二
条
の
六

令
第
六
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

予
防
接
種
の
種
類

二

令
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
予
防
接
種
を
医
師
に
よ
り
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
医
師
の
氏
名

三

接
種
液
の
接
種
量

四

接
種
液
の
製
造
番
号
そ
の
他
当
該
接
種
液
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項

五

前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
予
防
接
種
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

（
市
町
村
長
の
報
告
）

第
三
条

令
第
七
条

の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
予
防
接
種
を
受
け
た
者
の
数
を
、
疾
病
別
並
び
に
定
期
臨
時
の
別
及
び
定
期
に
つ
い
て
は
そ
の

定
期
別
に
計
算
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

結
核
に
係
る
予
防
接
種
に
つ
い
て
は
、
一
月
ご
と
に
前
項
の
計
算
を
行
い
、
翌
月
十
日
ま
で
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

（
予
防
接
種
済
証
の
様
式
）

第
四
条

法
第
五
条
第
一
項
又
は
法
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
予
防
接
種
を
行
っ
た
者
は
、
予
防
接
種
を
受
け
た
者
に
対

し
て
、
予
防
接
種
済
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
予
防
接
種
済
証
の
様
式
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
予
防
接
種
の
種
類
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
と
す
る
。
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一

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
予
防
接
種

様
式
第
一

二

法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
予
防
接
種

様
式
第
二

３

母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
母
子
健
康
手
帳
に
係
る
乳
児
又
は
幼
児

に
つ
い
て
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
予
防
接
種
済
証
の
交
付
に
代
え
て
、
母
子
健
康
手
帳
に
証
明
す
べ
き
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

（
報
告
す
べ
き
症
状
）

第
五
条

法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
対
象
疾
病
の
区
分
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
症
状
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
接
種
か
ら
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
内
に
確
認
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

対

象

疾

病

症

状

期

間

ジ
フ
テ
リ
ア
、
百
日
せ
き

ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー

四
時
間

、
急
性
灰
白
髄
炎
、
破
傷

け
い
れ
ん

七
日

風

血
小
板
減
少
性
紫
斑
病

二
十
八
日

脳
炎
又
は
脳
症

二
十
八
日

そ
の
他
医
師
が
予
防
接
種
と
の
関
連
性
が
高
い
と
認
め
る
症
状
で
あ
っ
て

予
防
接
種
と
の
関
連
性
が
高
い

、
入
院
治
療
を
必
要
と
す
る
も
の
、
死
亡
、
身
体
の
機
能
の
障
害
に
至
る

と
医
師
が
認
め
る
期
間

も
の
又
は
死
亡
若
し
く
は
身
体
の
機
能
の
障
害
に
至
る
お
そ
れ
の
あ
る
も

の

麻
し
ん
、
風
し
ん

ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー

四
時
間

急
性
散
在
性
脳
脊
髄
炎

二
十
八
日

け
い
れ
ん

二
十
一
日
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血
小
板
減
少
性
紫
斑
病

二
十
八
日

脳
炎
又
は
脳
症

二
十
八
日

そ
の
他
医
師
が
予
防
接
種
と
の
関
連
性
が
高
い
と
認
め
る
症
状
で
あ
っ
て

予
防
接
種
と
の
関
連
性
が
高
い

、
入
院
治
療
を
必
要
と
す
る
も
の
、
死
亡
、
身
体
の
機
能
の
障
害
に
至
る

と
医
師
が
認
め
る
期
間

も
の
又
は
死
亡
若
し
く
は
身
体
の
機
能
の
障
害
に
至
る
お
そ
れ
の
あ
る
も

の

日
本
脳
炎

ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー

四
時
間

急
性
散
在
性
脳
脊
髄
炎

二
十
八
日

け
い
れ
ん

七
日

血
小
板
減
少
性
紫
斑
病

二
十
八
日

脳
炎
又
は
脳
症

二
十
八
日

そ
の
他
医
師
が
予
防
接
種
と
の
関
連
性
が
高
い
と
認
め
る
症
状
で
あ
っ
て

予
防
接
種
と
の
関
連
性
が
高
い

、
入
院
治
療
を
必
要
と
す
る
も
の
、
死
亡
、
身
体
の
機
能
の
障
害
に
至
る

と
医
師
が
認
め
る
期
間

も
の
又
は
死
亡
若
し
く
は
身
体
の
機
能
の
障
害
に
至
る
お
そ
れ
の
あ
る
も

の

結
核

ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー

四
時
間

化
膿
性
リ
ン
パ
節
炎

四
月

全
身
播
種
性
Ｂ
Ｃ
Ｇ
感
染
症

一
年

Ｂ
Ｃ
Ｇ
骨
炎
（
骨
髄
炎
、
骨
膜
炎
）

二
年

皮
膚
結
核
様
病
変

三
月
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そ
の
他
医
師
が
予
防
接
種
と
の
関
連
性
が
高
い
と
認
め
る
症
状
で
あ
っ
て

予
防
接
種
と
の
関
連
性
が
高
い

、
入
院
治
療
を
必
要
と
す
る
も
の
、
死
亡
、
身
体
の
機
能
の
障
害
に
至
る

と
医
師
が
認
め
る
期
間

も
の
又
は
死
亡
若
し
く
は
身
体
の
機
能
の
障
害
に
至
る
お
そ
れ
の
あ
る
も

の

Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
、
肺
炎
球

ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー

四
時
間

菌
感
染
症
（
小
児
が
か
る

も
の
に
限
る
。
）

け
い
れ
ん

七
日

血
小
板
減
少
性
紫
斑
病

二
十
八
日

そ
の
他
医
師
が
予
防
接
種
と
の
関
連
性
が
高
い
と
認
め
る
症
状
で
あ
っ
て

予
防
接
種
と
の
関
連
性
が
高
い

、
入
院
治
療
を
必
要
と
す
る
も
の
、
死
亡
、
身
体
の
機
能
の
障
害
に
至
る

と
医
師
が
認
め
る
期
間

も
の
又
は
死
亡
若
し
く
は
身
体
の
機
能
の
障
害
に
至
る
お
そ
れ
の
あ
る
も

の

ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ
イ
ル

ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー

四
時
間

ス
感
染
症

急
性
散
在
性
脳
脊
髄
炎

二
十
八
日

ギ
ラ
ン
・
バ
レ
症
候
群

二
十
八
日

血
管
迷
走
神
経
反
射
（
失
神
を
伴
う
も
の
に
限
る
。
）

三
十
分

血
小
板
減
少
性
紫
斑
病

二
十
八
日

そ
の
他
医
師
が
予
防
接
種
と
の
関
連
性
が
高
い
と
認
め
る
症
状
で
あ
っ
て

予
防
接
種
と
の
関
連
性
が
高
い
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、
入
院
治
療
を
必
要
と
す
る
も
の
、
死
亡
、
身
体
の
機
能
の
障
害
に
至
る

と
医
師
が
認
め
る
期
間

も
の
又
は
死
亡
若
し
く
は
身
体
の
機
能
の
障
害
に
至
る
お
そ
れ
の
あ
る
も

の

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー

四
時
間

肝
機
能
障
害

二
十
八
日

間
質
性
肺
炎

二
十
八
日

急
性
散
在
性
脳
脊
髄
炎

二
十
八
日

ギ
ラ
ン
・
バ
レ
症
候
群

二
十
八
日

け
い
れ
ん

七
日

血
管
炎

二
十
八
日

血
小
板
減
少
性
紫
斑
病

二
十
八
日

喘
息
発
作

二
十
四
時
間

ネ
フ
ロ
ー
ゼ
症
候
群

二
十
八
日

脳
炎
又
は
脳
症

二
十
八
日

皮
膚
粘
膜
眼
症
候
群

二
十
八
日

そ
の
他
医
師
が
予
防
接
種
と
の
関
連
性
が
高
い
と
認
め
る
症
状
で
あ
っ
て

予
防
接
種
と
の
関
連
性
が
高

、
入
院
治
療
を
必
要
と
す
る
も
の
、
死
亡
、
身
体
の
機
能
の
障
害
に
至
る

い
と
医
師
が
認
め
る
期
間

も
の
又
は
死
亡
若
し
く
は
身
体
の
機
能
の
障
害
に
至
る
お
そ
れ
の
あ
る
も

の
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（
厚
生
労
働
大
臣
へ
の
報
告
）

第
六
条

法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
速
や
か
に
行
う
も
の
と
す
る
。

一

被
接
種
者
の
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
、
接
種
時
の
年
齢
及
び
住
所

二

報
告
者
の
氏
名
並
び
に
報
告
者
が
所
属
し
、
又
は
開
設
し
た
医
療
機
関
の
名
称
、
住
所
及
び
電
話
番
号

三

被
接
種
者
が
報
告
に
係
る
予
防
接
種
を
受
け
た
期
日
及
び
場
所

四

報
告
に
係
る
予
防
接
種
に
使
用
さ
れ
た
ワ
ク
チ
ン
の
種
類
、
製
造
番
号
又
は
製
造
記
号
、
製
造
販
売
業
者
の
名
称
及
び
接
種
回
数

五

予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
症
状
並
び
に
当
該
症
状
の
発
症
時
刻
及
び
概
要

六

そ
の
他
必
要
な
事
項

（
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
市
町
村
長
等
へ
の
通
知
）

第
七
条

法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
速
や
か
に
行
う
も
の
と
す
る
。

（
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
か
ら
厚
生
労
働
大
臣
へ
の
通
知
）

第
八
条

法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
速
や
か
に
行
う
も
の
と
す
る
。

一

法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
情
報
の
整
理
を
行
っ
た
件
数
及
び
当
該
情
報
の
整
理
の
結
果

二

法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
結
果

三

そ
の
他
必
要
な
事
項

（
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
に
類
す
る
施
設
）

第
九
条

令
第
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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一

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
に
規
定
す
る
乳
児
院
、
児
童
養
護
施
設
又
は
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設

二

児
童
福
祉
法
に
規
定
す
る
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
に
お
け
る
と
同
様
な
治
療
等
を
行
う
同
法
に
規
定
す
る
指
定
医
療
機
関

三

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
に
規
定
す
る
障
害
者
支

援
施
設

四

独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人

国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
が
設
置
す
る
施
設

第
九
条
の
二

令
第
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

前
条
各
号
に
掲
げ
る
施
設

二

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
循
環
器
病
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行

政
法
人
国
立
精
神
・
神
経
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
国
立
成
育
医
療
研
究
セ

ン
タ
ー
若
し
く
は
独
立
行
政
法
人
国
立
長
寿
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
の
設
置
す
る
医
療
機
関
又
は
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十

五
号
）
第
二
条
第
三
項
第
九
号
に
規
定
す
る
事
業
を
行
う
施
設
で
あ
っ
て
、
進
行
性
筋
萎
縮
症
者
が
入
所
又
は
入
院
を
し
、
必
要
な
治
療
、

訓
練
及
び
生
活
指
導
を
行
う
も
の

三

厚
生
労
働
省
組
織
規
則

（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
に
基
づ
く
国
立
保
養
所

四

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関

す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項

（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
救
護
施
設
又
は
更
生
施
設

五

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
に
規
定
す
る
養
護
老
人
ホ
ー
ム
又
は
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム



- 10 -

（
医
療
費
の
支
給
に
係
る
請
求
書
）

第
十
条

法
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
医
療
費
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
市

町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

医
療
を
受
け
た
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二

医
療
を
受
け
た
者
が
受
け
た
予
防
接
種
の
種
類
並
び
に
当
該
予
防
接
種
を
受
け
た
期
日
及
び
場
所

三

医
療
を
受
け
た
病
院
、
診
療
所
、
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
（
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規

定
す
る
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

事
業
者
（
同
法
第
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
訪
問
看
護
を
行
う
者
に
限
る
。
）
又
は
同
法
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
（
同
法
第
八
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
訪
問
看
護
を
行
う
者
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
薬

局
（
以
下
「
医
療
機
関
」
と
い
う
。
）
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
当
該
医
療
機
関
が
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
で
あ
る
と
き
は
当
該
指
定

に
係
る
訪
問
看
護
事
業
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
又
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等
」
と

い
う
。
）
の
名
称
及
び
所
在
地

四

医
療
に
要
し
た
費
用
の
額

２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
同
項
第
四
号
の
事
実
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
及
び
当
該
医
療
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
十
一
条

法
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
医
療
手
当
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
令
第
十
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号

ま
で
に
規
定
す
る
医
療
を
受
け
た
各
月
分
に
つ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
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一

医
療
を
受
け
た
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二

医
療
を
受
け
た
者
が
受
け
た
予
防
接
種
の
種
類
並
び
に
当
該
予
防
接
種
を
受
け
た
期
日
及
び
場
所

三

医
療
を
受
け
た
日
の
属
す
る
月

四

そ
の
月
に
お
い
て
令
第
十
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る
医
療
（
同
項
第
五
号

に
規
定
す
る
医
療
に
伴
う
も
の
を
除

く
。
）
を
受
け
た
日
数
又
は
同
項
第
五
号
に
規
定
す
る
医
療
を
受
け
た
日
数

五

医
療
を
受
け
た
医
療
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
当
該
医
療
機
関
が
訪
問
看
護
事
業
者
等
で
あ
る
と
き
は
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

等
の
名
称
及
び
所
在
地

２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
事
実
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
及
び
当
該
医
療
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類
を
添

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
の
二

法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
障
害
児
養
育
年
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
請
求
書
を
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

障
害
児
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二

請
求
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

三

障
害
児
が
受
け
た
予
防
接
種
の
種
類
並
び
に
当
該
予
防
接
種
を
受
け
た
期
日
及
び
場
所

四

障
害
児
が
令
別
表
第
一
に
定
め
る
障
害
の
状
態
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
年
月
日

五

障
害
児
に
つ
い
て
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
り
特
別
児
童

扶
養
手
当
又
は
障
害
児
福
祉
手
当
の
支
給
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
額
及
び
そ
の
支
給
を
受
け
た
期
間

六

障
害
児
が
令
第
十
二
条
第
三
項

に
規
定
す
る
施
設
に
入
所
又
は
入
院
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
施
設
名
及
び
そ
の
入
所
又
は
入
院
を
し
た

期
間
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２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

障
害
児
の
障
害
の
状
態
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書
、
前
項
第
四
号
の
事
実
及
び
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
障
害
の
状
態
と
な
っ
た

こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
並
び
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
障
害
の
状
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
そ
の
他
の
資
料

二

障
害
児
を
養
育
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

第
十
一
条
の
三

法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
障
害
児
養
育
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
が
、
そ
の
養
育
す
る
障
害
児
の
障
害

の
程
度
が
増
進
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
受
け
て
い
る
法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
障
害
児
養
育
年
金
の
額
の
変
更
を
請
求

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

障
害
児
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二

請
求
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

三

障
害
児
が
令
別
表
第
一
に
定
め
る
他
の
等
級
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
年
月
日

２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
障
害
児
の
障
害
の
状
態
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書
及
び
同
項
第
三
号
の
事
実
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添

え
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
障
害
の
状
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
そ
の
他
の
資
料
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
の
四

法
第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
請
求
書
を
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

請
求
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二

請
求
者
が
受
け
た
予
防
接
種
の
種
類
並
び
に
当
該
予
防
接
種
を
受
け
た
期
日
及
び
場

三

請
求
者
が
令
別
表
第
二
に
定
め
る
障
害
の
状
態
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
年
月
日

四

請
求
者
に
つ
い
て
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律

の
規
定
に
よ
り
特
別
児
童
扶
養
手
当
、
障
害
児
福
祉
手
当
若
し
く
は
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特
別
障
害
者
手
当
の
支
給
を
受
け
た
と
き
、
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
附
則
第
九
十
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
福
祉
手
当
の
支
給
を
受
け
た
と
き
、
又
は
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
三
十
条
の
四

の
規
定
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
の
支
給
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
額
及
び
そ
の
支
給
を
受
け
た
期
間

五

請
求
者
が
令
第
十
三
条
第
三
項

に
規
定
す
る
施
設
に
入
所
又
は
入
院
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
施
設
名
及
び
そ
の
入
所
又
は
入
院
を
し
た

期
間

２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
請
求
者
の
障
害
の
状
態
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書
並
び
に
同
項
第
三
号
の
事
実
及
び
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ

り
障
害
の
状
態
と
な
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
障
害
の
状
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
そ
の
他
の
資
料
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
の
五

法
第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
が
、
そ
の
障
害
の
程
度
が
増
進
し
た
場
合
に

お
い
て
、
そ
の
受
け
て
い
る
法
第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金
の
額
の
変
更
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

請
求
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二

請
求
者
が
現
に
支
給
を
受
け
て
い
る
法
第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金
に
係
る
令
別
表
第
二
に
定
め
る
等
級

三

請
求
者
が
令
別
表
第
二
に
定
め
る
他
の
等
級
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
年

月
日

２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
請
求
者
の
障
害
の
状
態
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書
及
び
同
項
第
三
号
の
事
実
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添

え
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
障
害
の
状
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
そ
の
他
の
資
料
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
の
七

法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
障
害
児
養
育
年
金
又
は
同
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金
の
支
給
を
受
け
て

い
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
届
書
を
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
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一

氏
名
又
は
住
所
を
変
更
し
た
と
き

二

法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
障
害
児
養
育
年
金
又
は
同
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金
の
支
給
要
件
に
該
当
し
な
く

な
っ
た
と
き

三

障
害
児
又
は
法
第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
の
障
害
の
状
態
に
変
更
が
あ
っ
た
た
め
、

新
た
に
令
別
表
第
一
又
は
令
別
表
第
二
に
定
め
る
他
の
等
級
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き

四

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
特
別
児
童
扶
養
手
当
、
障
害
児
福
祉
手
当
若
し
く
は
特
別
障
害
者
手
当
の

支
給
を
受
け
、
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
九
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
福
祉
手
当
の
支
給
を
受
け
、
若
し
く
は

国
民
年
金
法
第
三
十
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
障
害
基
礎
年
金
」
と
い
う
。
）
の
支
給
を
受
け
る

こ
と
と
な
っ
た
と
き
、
若
し
く
は
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
と
き
、
又
は
支
給
を
受
け
て
い
る
特
別
児
童
扶
養
手
当
若
し
く
は
障
害
基
礎

年
金
の
額
の
改
定
が
あ
っ
た
と
き

五

障
害
児
又
は
法
第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
が
令
第
十
二
条
第
三
項
若
し
く
は
令
第
十

三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
施
設
に
入
所
若
し
く
は
入
院
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
、
又
は
入
所
若
し
く
は
入
院
を
す
る
こ
と
が
な
く
な
っ

た
と
き

第
十
一
条
の
八

法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
障
害
児
養
育
年
金
又
は
同
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金
の
支
給
を
受
け
て

い
る
者
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
る
死
亡
の
届
出
義
務
者
は
、
速
や
か
に
、
そ

の
旨
を
記
載
し
た
届
書
を
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
の
九

死
亡
一
時
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

死
亡
し
た
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
死
亡
の
当
時
有
し
て
い
た
住
所

二

請
求
者
及
び
請
求
者
以
外
の
死
亡
一
時
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
並
び
に
死
亡
し
た
者
と
の
身
分

関
係

三

死
亡
し
た
者
が
受
け
た
予
防
接
種
の
種
類
並
び
に
当
該
予
防
接
種
を
受
け
た
期
日
及
び
場
所

四

死
亡
し
た
者
の
死
亡
年
月
日

五

死
亡
し
た
者
が
法
第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
支
給
を
受
け
た
期

間

２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
死
亡
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二

請
求
者
と
死
亡
し
た
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本

三

請
求
者
が
死
亡
し
た
者
と
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
っ
た
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
を

証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

四

請
求
者
が
令
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
イ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
請
求
者
が
死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
当
時
そ

の
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

五

請
求
者
が
令
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号

イ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
以
外
の
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
請
求
者
（
配
偶
者
を
除
く
。

）
が
死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
当
時
そ
の
者
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

第
十
一
条
の
十

法
第
十
六
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
葬
祭
料
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
請
求
書
を
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

死
亡
し
た
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
死
亡
の
当
時
有
し
て
い
た
住
所
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二

請
求
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
並
び
に
死
亡
し
た
者
と
の
関
係

三

死
亡
し
た
者
が
受
け
た
予
防
接
種
の
種
類
並
び
に
当
該
予
防
接
種
を
受
け
た
期
日
及
び
場
所

四

死
亡
し
た
者
の
死
亡
年
月
日

２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
死
亡
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二

請
求
者
が
死
亡
し
た
者
に
つ
い
て
葬
祭
を
行
う
者
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

第
十
一
条
の
十
一

第
十
条
及
び
第
十
一
条
の
規
定
は
、
法
第
十
六
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
医
療
費
及
び
医
療
手
当
の
支
給
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
一
条
の
十
二

法
第
十
六
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
請
求
書
を
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

請
求
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二

請
求
者
の
障
害
の
原
因
と
み
ら
れ
る
予
防
接
種
を
受
け
た
期
日
及
び
場
所

三

請
求
者
が
令
別
表
第
二
（
三
級
の
項
を
除
く
。
）
に
定
め
る
障
害
の
状
態
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
年
月
日

２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
請
求
者
の
障
害
の
状
態
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書
並
び
に
同
項
第
三
号
の
事
実
及
び
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ

り
障
害
の
状
態
と
な
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
障
害
の
状
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
そ
の
他
の
資
料
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
の
十
三

令
別
表
第
二
に
定
め
る
二
級
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
者
で
あ
っ
て
法
第
十
六
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金
の
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支
給
を
受
け
て
い
る
も
の
が
、
そ
の
障
害
の
程
度
が
増
進
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
受
け
て
い
る
障
害
年
金
の
額
の
変
更
を
請
求
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

請
求
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二

請
求
者
が
令
別
表
第
二
に
定
め
る
一
級
の
障
害
の
状
態
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
年
月
日

２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
請
求
者
の
障
害
の
状
態
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書
及
び
同
項
第
二
号
の
事
実
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添

え
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
障
害
の
状
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
そ
の
他
の
資
料
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
の
十
四

法
第
十
六
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

に
至
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
届
書
を
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
住
所
を
変
更
し
た
と
き

二

法
第
十
六
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金
の
支
給
要
件
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き

三

法
第
十
六
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
の
障
害
の
状
態
に
変
更
が
あ
っ
た
た
め
、
令
別
表
第
二

（
三
級
の
項
を
除
く
。
）
に
定
め
る
他
の
等
級
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き

第
十
一
条
の
十
五

第
十
一
条
の
九
（
第
二
項
第
五
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
遺
族
年
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
次
条
第
一
項
又
は

第
十
一
条
の
十
七
の
規
定
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
一
条
の
九
第
一
項
第
三
号
中
「
受

け
た
予
防
接
種
の
種
類
並
び
に
当
該
予
防
接
種
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
死
亡
の
原
因
と
み
ら
れ
る
予
防
接
種
」
と
し
、
同
条
第
二
項
第
四
号
中

「
請
求
者
が
令
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
イ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
請
求
者
」
と
あ
る
の
は
「
請
求
者
（
死
亡
し

た
者
の
死
亡
の
当
時
胎
児
で
あ
っ
た
子
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

第
十
一
条
の
十
六

死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
当
時
胎
児
で
あ
っ
た
子
は
、
当
該
死
亡
し
た
者
の
死
亡
に
係
る
遺
族
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
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そ
の
他
の
遺
族
が
既
に
遺
族
年
金
の
支
給
の
決
定
を
受
け
た
後
に
遺
族
年
金
の
支
給
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

死
亡
し
た
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
死
亡
の
当
時
有
し
て
い
た
住
所

二

請
求
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
並
び
に
死
亡
し
た
者
と
の
身
分
関
係

三

死
亡
し
た
者
に
係
る
遺
族
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
遺
族
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
請
求
者
と
死
亡
し
た
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本
を
添
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
十
一
条
の
十
七

令
第
二
十
四
条
第
八
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
遺
族
年
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
請
求
書
を
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

死
亡
し
た
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
死
亡
の
当
時
有
し
て
い
た
住
所

二

請
求
者
及
び
請
求
者
以
外
の
遺
族
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
並
び
に
死
亡
し
た
者
と
の
身
分
関

係
三

死
亡
し
た
者
に
係
る
遺
族
年
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
先
順
位
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
当
該
先
順
位
者
が
そ
の
死
亡
の
当

時
有
し
て
い
た
住
所
並
び
に
当
該
先
順
位
者
が
死
亡
し
た
年
月
日

２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

請
求
者
と
死
亡
し
た
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本

二

請
求
者
（
死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
当
時
胎
児
で
あ
っ
た
子
を
除
く
。
）
が
死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
当
時
そ
の
者
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し

て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
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第
十
一
条
の
十
八

遺
族
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
は
、
そ
の
氏
名
又
は
住
所
を
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
届

書
を
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
の
十
九

第
十
一
条
の
八
の
規
定
は
、
法
第
十
六
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金
又
は
遺
族
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る

者
が
死
亡
し
た
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
一
条
の
二
十

令
第
二
十
六
条
第
三
項
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
遺
族
一
時
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

死
亡
し
た
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
死
亡
の
当
時
有
し
て
い
た
住
所

二

請
求
者
及
び
請
求
者
以
外
の
遺
族
一
時
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
並
び
に
予
防
接
種
を
受
け
た
こ

と
に
よ
り
死
亡
し
た
者
と
の
身
分
関
係

三

死
亡
し
た
者
が
そ
の
死
亡
の
原
因
と
み
ら
れ
る
予
防
接
種
を
受
け
た
期
日
及
び
場
所

四

死
亡
し
た
者
の
死
亡
年
月
日

２

第
十
一
条
の
九
第
二
項
（
第
四
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
前
項
の
請
求
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
一
条
の
二
十
一

令
第
二
十
六
条
第
三
項
第
二
号

の
規
定
に
よ
り
遺
族
一
時
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

死
亡
し
た
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
死
亡
の
当
時
有
し
て
い
た
住
所

二

請
求
者
及
び
請
求
者
以
外
の
遺
族
一
時
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
並
び
に
予
防
接
種
を
受
け
た
こ

と
に
よ
り
死
亡
し
た
者
と
の
身
分
関
係
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三

予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
死
亡
し
た
者
に
係
る
遺
族
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
た
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
そ
の
者
が
そ
の
死

亡
の
当
時
有
し
て
い
た
住
所
並
び
に
そ
の
者
が
死
亡
し
た
年
月
日

２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

請
求
者
と
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
死
亡
し
た
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本

二

請
求
者
が
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
死
亡
し
た
者
と
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
っ
た

者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

三

請
求
者
（
配
偶
者
を
除
く
。
）
が
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
当
時
そ
の
者
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
た
こ

と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

第
十
一
条
の
二
十
二

第
十
一
条
の
十
の
規
定
は
、
法
第
十
六
条
第
二
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
葬
祭
料
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
一
条
の
十
第
一
項
第
三
号
中
「
受
け
た
予
防
接
種
の
種
類
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
死
亡
の
原
因
と

み
ら
れ
る
予
防
接
種
」
と
す
る
。

第
十
一
条
の
二
十
三

未
支
給
の
給
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
者
で
死
亡
し
た
も
の
（
以
下
「
支
給
前
死
亡
者
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

二

請
求
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
支
給
前
死
亡
者
と
の
身
分
関
係

三

未
支
給
の
給
付
の
種
類

四

支
給
前
死
亡
者
の
死
亡
年
月
日

２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

請
求
者
と
支
給
前
死
亡
者
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本

二

請
求
者
が
支
給
前
死
亡
者
と
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
っ
た
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実

を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

三

請
求
者
が
支
給
前
死
亡
者
の
死
亡
の
当
時
そ
の
者
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

四

支
給
前
死
亡
者
が
給
付
を
受
け
よ
う
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
提
出
す
べ
き
で
あ
っ
た
書
類
そ
の
他
の
資
料
で
ま
だ
提
出
し
て
い
な
か
っ

た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
書
類
そ
の
他
の
資
料

３

第
一
項
の
請
求
書
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
支
給
前
死
亡
者
が
死
亡
前
に
当
該
給
付
に
係
る
請
求
書
を
提
出
し
て
い
な
か
っ
た
と
き
は

、
未
支
給
の
給
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
未
支
給
の
給
付
の
種
類
に
応
じ
て
第
十
条
か
ら
第
十
一
条
の
五
ま
で
、
第
十
一
条
の
九
か

ら
第
十
一
条
の
十
四
ま
で
又
は
前
三
条
の
例
に
よ
る
請
求
書
及
び
こ
れ
に
添
え
る
べ
き
書
類
等
を
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

第
十
一
条
の
二
十
四

給
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
受
け
た
者
が
、
同
一
の
事
由
に
つ
い
て
損
害
賠
償
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ

の
旨
を
記
載
し
た
届
書
を
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
の
二
十
五

市
町
村
長
は
、
給
付
に
関
す
る
処
分
を
行
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
文
書
で
そ
の
内
容
を
、
給
付
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
、
給
付
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
又
は
給
付
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
っ
た
も
の
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
の
二
十
六

こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
同
時
に
二
以
上
の
請
求
書
又
は
届
書
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
一
の
請
求
書
又
は
届
書
に

添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
に
よ
り
、
他
の
請
求
書
又
は
届
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
に
係
る
事
項
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
き
は
、
他
の
請
求
書
又
は
届
書
の
余
白
に
そ
の
旨
を
記
載
し
て
、
他
の
請
求
書
又
は
届
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
当
該
書
類
は
省

略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
二
人
以
上
の
者
が
同
時
に
請
求
書
又
は
届
書
を
提
出
す
る
場
合
に
お
け
る
他
方
の
請
求
書
又
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は
届
書
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
等
に
よ
る
手
続
）

第
十
一
条
の
二
十
七

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ

ス
ク
並
び
に
請
求
者
又
は
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
請
求
又
は
届
出
の
趣
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
請
求
書

二

第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
請
求
書

三

第
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
請
求
書

四

第
十
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
請
求
書

五

第
十
一
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
請
求
書

六

第
十
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
請
求
書

七

第
十
一
条
の
七
に
規
定
す
る
届
書

八

第
十
一
条
の
八
に
規
定
す
る
届
書

九

第
十
一
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
請
求
書

十

第
十
一
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
請
求
書

十
一

第
十
一
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
条
第
一
項
及
び
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
請
求
書

十
二

第
十
一
条
の
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
請
求
書

十
三

第
十
一
条
の
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
請
求
書

十
四

第
十
一
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
届
書
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十
五

第
十
一
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
一
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
請
求
書

十
六

第
十
一
条
の
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
請
求
書

十
七

第
十
一
条
の
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
請
求
書

十
八

第
十
一
条
の
十
八
に
規
定
す
る
届
書

十
九

第
十
一
条
の
十
九
に
規
定
す
る
届
書

二
十

第
十
一
条
の
二
十
第
一
項
に
規
定
す
る
請
求
書

二
十
一

第
十
一
条
の
二
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
請
求
書

二
十
二

第
十
一
条
の
二
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
一
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
請
求
書

二
十
三

第
十
一
条
の
二
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
請
求
書

二
十
四

第
十
一
条
の
二
十
四
に
規
定
す
る
届
書

第
十
一
条
の
二
十
八

前
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
は
、
工
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
基
づ
く
日
本
工
業
規

格
（
以
下
「
日
本
工
業
規
格
」
と
い
う
。
）
Ｘ
六
二
二
三
号
に
適
合
す
る
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
の
二
十
九

第
十
一
条
の
二
十
七
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
方
式
に
従
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

ト
ラ
ッ
ク
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二
四
号
又
は
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二
五
号
に
規
定
す
る
方
式

二

ボ
リ
ュ
ー
ム
及
び
フ
ァ
イ
ル
構
成
に
つ
い
て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
五
号
に
規
定
す
る
方
式

第
十
一
条
の
三
十

第
十
一
条
の
二
十
七
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
号
に
規
定
す
る
ラ
ベ
ル
領
域
に
、
次
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に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
は
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

請
求
者
又
は
届
出
者
の
氏
名

二

請
求
年
月
日
又
は
届
出
年
月
日

（
住
民
票
等
の
届
出
）

第
十
一
条
の
三
十
一

市
町
村
長
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
七
第
四
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に

よ
り
、
第
十
一
条
の
二
、
第
十
一
条
の
九
（
第
十
一
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
十

一
条
の
十
（
第
十
一
条
の
二
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
十
一
条
の
二
十
又
は
第
十
一
条

の
二
十
三
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
同
法
第
三
十
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
本
人
確
認
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
第

十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
請
求
を
行
う
者
に
対
し
、
障
害
児
の
属
す
る
世
帯
の
全
員
の
住
民
票
の
写
し
を
、
第
十
一
条
の
九
、
第
十
一
条
の

十
、
第
十
一
条
の
二
十
又
は
第
十
一
条
の
二
十
三
の
規
定
に
よ
り
請
求
を
行
う
者
に
対
し
、
死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
事
実
及
び
死
亡
年
月
日
を

証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
、
そ
れ
ぞ
れ
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

様
式
第
一
（
第
四
条
第
二
項
第
一
号
関
係
）

（
省
略
）

様
式
第
二
（
第
四
条
第
二
項
第
二
号
関
係
）

（
省
略
）

附

則
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第
十
四
条

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
し
、
昭
和
二
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
、
こ
れ
を
適
用
す
る
。

第
十
五
条

種
痘
法
施
行
規
則
は
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
。


